令和８年度　綾町児童クラブ入会申請について（ご案内）

○申請書受付・・・令和８年２月９日（月）～３月２日（月）

↓　　　　　　※申請書類は必ず保護者が児童館へご提出ください。
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○決      裁 （役場教育総務課）

↓　　　　　　※定員は７０名です。

○令和８年度保護者の会総会案内（郵送他）・・・３月中旬頃
↓　　

○令和８年度保護者の会総会・・・３月２３日（月）　午後７時より８時で予定しています。
↓　　※総会は必ずご出席ください。
○利用開始・・・令和８年４月１日（火）から　　午前８時～午後６時まで
　　　　　　　　　　　※傷害保険料及びおやつ代納入完了後、利用開始となります。
☆注意・・・総会案内通知に障害保険料及びおやつ代の納入口座を明記します。
※案内通知前に納入はしないでください。ご協力をお願いします。
・おやつ代は、毎月2,000円（1人分）、傷害保険料は１年間で1,500円（１人分）です。 

☆おやつ代・傷害保険料　納入分内訳（合計：５，５００円）
	内訳
	金額（円）
	備考

	傷害保険料
	１，５００
	１人分（１年間）※口座振込みでお願いします。振込手数料は保護者負担となります。

	おやつ代
	４，０００
	４月、５月分　（2,000円×2ヶ月）※口座振込みです。振込手数料は保護者負担となります。

	合計
	５，５００
	※傷害保険料とおやつ代を別々の口座にお振込みしてくださるようご協力ください。


